
                                               

 

 

～出席停止の様式変更について（お知らせ）～ 

 季節性インフルエンザを含む学校感染症にかかったときの出席停止については、学校保健安

全法第１９条の規定により学校長が行うことになっています。 

 出席停止の措置をとった場合、登校許可書が必要になります。今回、出席停止の様式が変更に

なりました（様式１、様式２：インフルエンザのみ必要）。登校する際は、登校届の枠内を保護

者の方が記入・押印していただき、医療機関を受診したことを証明できる書面１通（調剤明細書

の写し、薬情報の写し等）を添付して提出してください。 

 出席停止となる学校感染症に感染した場合は、必ず担任に御連絡ください。学校から「出席停

止のお知らせ及び登校届」をお渡しします(八頭高ホームページからダウンロードしてお使いい

ただくこともできます)。 

 なお、新型コロナウイルス感染症に感染された場合は、別紙の案内（冬期休業中の新型コロナ

ウイルス感染症に関する連絡について）の年末年始特定期を除き、引き続き電話連絡をお願い

いたします。 
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